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ご利用に当たって

利用に当たってe-Govアカウントの作成およびe-Gov電子申請アプリケーションのインストー

ルが必要となります。詳細は以下URLをご確認お願いいたします。

・アカウントの作成

https://www.e-gov.go.jp/help/guide/registration.html

・アプリケーションのインストール

https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation

・手続情報の作成に当たって以下資料をよくお読みください

https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/file/06_guide/denan_guide_ve

r600.pdf

https://www.e-gov.go.jp/help/guide/registration.html
https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation
https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/file/06_guide/denan_guide_ver600.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/file/06_guide/denan_guide_ver600.pdf
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１．手続検索

①
• 手続名称で検索
• 大分類は「産業保安・安全」を選択、中分

類は「製品安全」を選択、「小分類」は該
当する法律を選択

②
• 該当する手続きの「申請書入力へ」をク

リック

① 手続を検索（手続名称、大分類、中分類、小分類より必要な手続を選択する）
② 該当する手続きについて「申請書入力へ」をクリック



図・グラフの挿入
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２．申請内容の入力
① 申請内容を入力する（提出年月日、事業者情報を入力）

①
• 提出日を「0000/00/00」形式で入力（それ以外だと

エラーが発生します）
※地方経済産業局へ提出する場合には「提出先」の入力
項目が表示されますので、適宜該当する提出先を入力
するようにお願いします。

• 法人／個人の名称を入力します（アルファベットで入
力をお願いいたします）。

• 代表者役職を入力する（法人の場合のみ必須）
• 代表者氏名を入力する（法人の場合のみ必須）
• 国名を入力する（アルファベットで入力をお願いいた

いします）
• 国名以降の住所を入力する（アルファベットで入力を

お願いいたいします）
• 電話番号を入力します
• メールアドレスを入力します
• 事業の開始年月日を「0000/00/00」形式で入力（そ

れ以外だとエラーが発生します）
• 電気用品の区分を選択します（プルダウンより選択し

ます）
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• 国内管理人の法人／個人の名称を入力します
• 代表者役職を入力する（法人の場合のみ必須）
• 郵便番号を入力する
• 都道府県を入力する
• 市区町村以降住所を入力する
• 電話番号を入力する
• メールアドレスを入力する
• 当該電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所、

工場の名称及び所在地を入力する

② 申請内容を入力する（国内管理人情報、製造事業者情報、工場情報を入力）
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③ 書類を添付する

「書類を添付」をクリックする
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④ 「参照」をクリックし、必要なファイルを添付する
⑤ 必要に応じて「追加」をクリックし、ファイルを添付する
⑥ 必要な書類を追加し終えたら、「添付」をクリックする

・「参照」をクリックして、必要な書類
を添付。

・必要に応じて「追加」をクリックし
て、ファイルを添付する。

・必要な書類を添付し終えたら「添付」
をクリック
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⑦ 「提出先」を選択をクリックする（地方経済産業局へ提出する場合のみ）
⑧ 「提出先」を設定する

⑨「提出先を選択」をクリックする

⑩「提出先」を選択して、「設定」をクリックする。
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⑨ 一通り申請書の情報を入力をし終えたら、「内容を確認」をクリック

一通り申請書の情報を入力し終えたら、
「内容を確認」をクリック
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⑩ 必要に応じて入力した内容するため「プレビュー」、「申請内容を出力」をクリック
⑪ 問題なければ、「提出」をクリック

⑤必要に応じて
「プレビュー」、「申請内容を出力」を
クリック

⑥内容に問題なければ、「提出」をク
リックする

経済太郎

経済太郎
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⑫ 「提出完了」の画面が表示されれば、提出終了
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① 審査者側からより補正要求があれば、「申請案件一覧」より「ステータス」を確認

・審査中（補正待ち）ステータスのうち、「到
達番号」をクリックする。

３．補正要求への対応



14

② 要求内容を確認し、必要に応じて再提出をクリック

・補正要求内容を確認の後、必要に応じて再提
出をクリック

※以降の操作は「２．申請内容の入力」と同様
です。
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① 取り下げ依頼から、内容の確認をクリック

４．取下げ依頼

・内容を確認をクリック
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② 取下げ依頼から、内容の確認をクリック

・提出をクリック
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③ 以下の画面が表示されれば取下げ完了
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